第5号様式（第10条関係）

多古町指令第　　　　号
　　年　　月　　日

（住所）
（氏名）　　　　　　　　　　　様



多古町長　　　　　　　　　　　印



特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による移転により生ずる少数残存者対策補助金に係る交付決定通知書

[bookmark: _GoBack]　　年　　月　　日付けで交付申請があった「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による移転により生ずる少数残存者対策補助金」について下記のとおり交付することを決定したので、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法による移転により生ずる少数残存者対策補助金交付要綱第10条の規定により通知します。
記
１　補助対象事業
（１）移転先の住所

（２）移転及び現に居住する建築物等の除却の予定時期


２　補助対象経費及び補助金の額は、次のとおりとする。（内訳別紙）
（１）補助対象経費　　金　　　　　　千円
（２）補助金の額　　　金　　　　　　千円

３　補助対象事業に係る手続きについては、補助要綱に定めるところに従わなければならない。

４　交付決定を受けた補助対象事業について、その内容や額等について変更が生じた場合は、速やかに町担当課まで連絡するとともに、交付要綱に従い変更承認申請等を行なうこと。

